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当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、取引の遮断に努
めます。

⒈　（組織としての対応） 反社会的勢力による不当要求には、組織全体として対応し、対応する役職員の安全を確保します。
⒉　（外部専門機関との連携）平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築します。
⒊　（取引を含めた一切の関係遮断）反社会的勢力とは、取引を含めて、一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
⒋　（有事における民事と刑事の法的対応）反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
⒌　（裏取引や資金提供の禁止）いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引や反社会的勢力に対する資金提供は行いません。

当行は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下「マネー・ローンダリング等」といいます。）を防止
することが、公共的使命を担う金融機関としての重大な責務であることに鑑み、これを経営上の重要課題の1つとし
て位置付けるとともに、マネー・ローンダリング等の防止に向けた内部管理態勢を構築し、業務を遂行することを宣
言します。

⒈　 組織態勢
　（１） 当行取締役会は、マネー・ローンダリング等に係る防止対策の重要性を認識および理解し、その対策に主体的かつ

積極的に取り組みます。
　（２） 当行は、マネー・ローンダリング等に係る防止対策の責任者および統括部署を定めて一元的な管理態勢を構築し、

関係部署連携の下、マネー・ローンダリング等に対して組織全体で横断的に対応します。
⒉　 リスクベース・アプローチに基づくリスク管理
　（１） 当行は、マネー・ローンダリング等のリスクに対し、ITシステムおよび各種データを有効に活用し、リスクの特定・

評価および各リスクに応じたリスク低減措置を講じるなど、リスクベース・アプローチに基づく適切なリスク管理
を実践します。特に、仕向・被仕向外国送金やシップファイナンス等の海外との取引において適切な確認措置等を
実施し、マネー・ローンダリング等を防止する態勢を整備します。

　（２） 当行は、適切な取引モニタリング・フィルタリングを実施し、疑わしい顧客や取引を的確に検知・監視・分析する
態勢を整備します。

⒊　 法令等遵守と適切な顧客管理措置
　　 当行は、マネー・ローンダリング等に係る防止対策のための各種法令等を遵守し、取引時確認、その他必要な顧客管理

措置を適切に実施します。
⒋　 疑わしい取引の届出と資産凍結の措置
　　 当行は、各種法令等に基づき、疑わしい取引の届出および資産凍結対象者等に対する措置を適切に実施する態勢を整備

します。
⒌　 コルレス先の管理
　　 当行は、コルレス先におけるマネー・ローンダリング等を防止する態勢を検証・監視するため、コルレス先に対する定

期的な調査を実施します。また、コルレス先が架空銀行であった場合や、架空銀行との取引を許容した場合、当行は、
当該コルレス先とコルレス契約を締結・維持しません。

⒍　 研修等の実施
　　 当行は、全役職員に対し、その役割に応じて必要かつ適切な研修等を継続的に実施し、組織全体としてマネー・ローン

ダリング等に係る防止対策への理解を深め、役職員の専門性・適合性等の維持・向上を図ります。
⒎　 実効性の検証
　　 当行は、マネー・ローンダリング等に係る防止対策に関する諸施策の実効性を定期的に検証し必要に応じて改善を行

い、継続して全行的な内部管理態勢の充実強化を図ります。
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